
 
 

栃木県訪問介護人材確保体制構築支援事業費補助金交付要領 

 

 （趣旨）   

第１条  県が交付する栃木県訪問介護人材確保体制構築支援事業費補助金（以下「補助金」

という。）については、栃木県補助金等交付規則（昭和３６年栃木県規則第３３号。以

下「規則」という。）に規定するもののほか、この要領に定めるところによる。 

 

 （交付の目的等） 

第２条 人材不足が喫緊の課題である訪問介護サービスについて、人材確保体制の構築に

よる安心して働き続けられる環境整備に向けた取組を、地域の特性や事業所規模等に応

じてきめ細かく支援することで、訪問介護サービスの担い手の確保を図り、地域におけ

る必要な訪問介護サービスの提供体制を確保することを目的とする。 

 

 （交付の申請） 

第３条 補助金の交付を受けようとする者が、規則第４条の規定により提出する書類は、

次の表に定めるとおりとする。 

提出すべき申請書の名称 様式 部数 提出期限 

栃木県訪問介護人材確保体制構築支援事業費補助金交付申

請書 

 

（添付すべき書類の名称） 

１ 栃木県訪問介護人材確保体制構築支援事業費補助金

所要額調書 
２ 栃木県訪問介護人材確保体制構築支援事業費補助金

事業計画書 

３ 栃木県訪問介護人材確保体制構築支援事業費補助金

事業予算書 

４ 歳入・歳出予算（見込）書抄本 

別 記 様

式第１ 

 

 

別紙１ 
 
別紙２ 
 
別紙３ 
 
任意 

１ 

 

 

 

１ 

 

１ 

 

１ 

 

１ 

知 事 が 別

に 定 め る

日 

 

（補助条件） 

第４条 規則第６条の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 補助事業の内容変更（次条の軽微な変更を除く。）をする場合においては、知事の

承認を受けること。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合

においては、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 

(4) 補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを事業完

了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属す

る年度の終了後５年間保管しておくこと。 

(5) 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合においては、その

収入の全部又は一部を県に納付させることがあること。 

(6) 補助事業により取得し、又は効用が増加した財産については、事業完了後において

も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。 



(7) 補助事業を行う者が前各号の条件に違反した場合においては、補助金の全部又は一

部を県に納付させることがあること。  

(8) 補助事業と対象経費を重複して他の補助金等の交付を受けてはならないこと。 

 

 （軽微な変更） 

第５条 前条第１号における軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。 

(1) 事業を変更し、又は廃止すること。 

(2) 事業主体を変更すること。 

(3) 事業量の２０％を超えて変更すること。 

 

 （変更の承認） 

第６条 第４条第１号の規定に基づく知事の承認を受けようとする場合には、栃木県訪問

介護人材確保体制構築支援事業費補助金変更承認申請書（別記様式第２）に変更の内容

及び理由を記載した書類を添付して知事に提出しなければならない。 

 

 （実績報告） 

第７条 規則第１３条の規定により提出する書類は、次の表に定めるとおりとする。 

提出すべき報告書の名称 様式 部数 提出期限 

栃木県訪問介護人材確保体制構築支援事業費補助金実績報

告書 

 

（添付すべき書類の名称） 

１ 栃木県訪問介護人材確保体制構築支援事業費補助金

精算書 
２ 栃木県訪問介護人材確保体制構築支援事業費補助金

実績報告書 

３ 栃木県訪問介護人材確保体制構築支援事業費補助金

事業決算書 

４ 歳入・歳出決算（見込）書抄本 

別 記 様

式第３ 

 

 

別紙４ 
 
別紙５ 
 
別紙６ 
 
任意 

１ 

 

 

 

１ 

 

１ 

 

１ 

 

１ 

知 事 が 別

に 定 め る

日 

 

（補助金の請求） 

第８条 規則第１８条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。 

提出すべき請求書の名称 様式 部数 提出期限 

栃木県訪問介護人材確保体制構築支援事業費補助金交付請

求書 

 

別 記 様

式第４ 

１ 

 

知 事 が 別

に 定 め る

日 

 

附 則 

１ この要領は、令和７(2025)年３月７日から適用する。 

２ この要領は、令和８(2026)年３月31日に限り、その効力を失う。 

 



別記様式第１ 

 

栃木県訪問介護人材確保体制構築支援事業費補助金交付申請書 

 

第   号 

令和 年 月  日 

 

 

 栃木県知事 様 

 

 

（申請者） 

法人住所 

法人名称 

代表者名 

事業所名 

 

 栃木県訪問介護人材確保体制構築支援事業費補助金を交付されるよう、栃木県補助金等

交付規則第４条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

１ 交付申請額 金      円 

 

２ 関係書類 

 ⑴ 訪問介護人材確保体制構築支援事業費補助金所要額調書（別紙１） 

⑵ 訪問介護人材確保体制構築支援事業費補助金事業計画書（別紙２） 

⑶ 訪問介護人材確保体制構築支援事業費補助金事業予算書（別紙３） 

⑷ 歳入・歳出予算(見込)書抄本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業所名 ： 

送付先住所：〒 

       

担当者名 ： 

電話番号 ： 

E-mail  ： 



別記様式第２ 

 

栃木県訪問介護人材確保体制構築支援事業費補助金変更承認申請書 

 

第   号 

令和 年  月  日 

 

 

 栃木県知事 様 

 

 

（申請者） 

法人住所 

法人名称 

代表者名 

事業所名 

 

令和 年 月  日付け栃木県指令高対第   号で交付決定のあった訪問介護人材

確保体制構築支援事業費補助金について、栃木県訪問介護人材確保体制構築支援事業費補

助金交付要領第６条の規定により変更を承認くださるよう、下記により申請します。 

 

記 

 

１ 変更の内容 

 

 

 

 

 

２ 変更の理由 

 

 

 

 

 

事業所名 ： 

送付先住所：〒 

       

担当者名 ： 

電話番号 ： 

E-mail  ： 



 

別記様式第３ 

 

栃木県訪問介護人材確保体制構築支援事業費補助金実績報告書 

 

第   号 

令和 年 月  日 

 

 

 栃木県知事 様 

 

 

（申請者） 

法人住所 

法人名称 

代表者名 

事業所名 

 

令和 年  月  日付け栃木県指令高対第  号で交付の決定の通知があった栃木

県訪問介護人材確保体制構築支援事業費補助金について、栃木県補助金等交付規則第 13

条の規定により、その実績を次の関係書類を添えて報告します。 

 

 

関係書類 

１ 栃木県訪問介護人材確保体制構築支援事業費補助金精算書（別紙４） 

２ 栃木県訪問介護人材確保体制構築支援事業費補助金実績報告書（別紙５） 

３ 栃木県訪問介護人材確保体制構築支援事業費補助金事業決算書（別紙６） 

４ 歳入・歳出決算(見込)書抄本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所名 ： 

送付先住所：〒 

       

担当者名 ： 

電話番号 ： 

E-mail  ： 



別記様式第４ 

 

 

 

栃木県訪問介護人材確保体制構築支援事業費補助金交付請求書 

 

 

 

 

   金        円 

 

 

 

 

 令和 年  月  日付け栃木県指令高対第   号で額の確定の通知があった栃木県

訪問介護人材確保体制構築支援事業費補助金を上記のとおり交付されるよう栃木県補助金

等交付規則第 18 条（又は第 19 条）の規定により請求します。 

 

 

 令和 年  月  日 

 

 

 

 栃木県知事  様 

 

 

 

法人住所 

法人名称 

代表者名 

事業所名 

 

関係書類 

  交付額確定通知書の写し 

取引銀行名 口座番号 名義（フリガナ） 

    

       銀行 

 

       支店 

 

普通・当座 

 

口座番号 

         

 

 

 


